
姶良市加治木総合支所庁舎建設基本計画（案）に対する意見募集の実施結果と市の考え方について 

 

姶良市パブリックコメント実施要綱に基づき、加治木総合支所庁舎建設基本計画（案）を公表し、広く市民の皆様の意見を伺うパブ

リックコメントを実施しました。 

ここに、ご提出いただいたご意見とそれに対する市の考え方をとりまとめましたので、次のとおり公表します。 

なお、ご提出いただいたご意見等は、趣旨を損なわない程度で要約させていただいております。また、類似のご意見につきましては、

まとめております。 

 

１ 集計結果等 

(１) 実施期間 

令和２年６月 19日（金）から令和２年７月 27日（月）まで 

 

(２) 提出方法、提出人数及び意見の数 

提出方法 提出人数（人） 意見件数（件） 

持参 ２ ２ 

郵送   

ファクス   

電子メール １ ８ 

インターネット入力フォーム   

合計 ３ 10 

 

 

 



  ２ ご意見の概要と市の考え方 

No. 頁 意見の主な内容 市の考え方 

１ ９ページ 屋外庭園や子育て支援センターなど、地域にあ

った様式でニーズに応える庁舎として、生まれ変

わりを図ることが必要であると考えます。また、

現在の稼働率の悪い近隣公共施設を一体型にす

ることにより、行政機能だけではなく、用事がな

くても訪れる価値のある場所を提供すべきと考

えます。 

ご意見のとおり、支所庁舎の建設にあたっては、姶

良市公共施設再配置基本計画（平成 29年３月策定）

との整合を図りつつ、市民ニーズ等を踏まえた、周辺

の公共施設との複合化を前提に機能の導入を図るこ

ととしています。 

計画（案）の７ページから８ページには、これまで

の市民参画の取組みによって出された市民が望む複

合機能をまとめていますので、これらの意見を反映す

ることで、地域住民に愛され、用事が無くても訪れた

くなる庁舎ができるものと考えております。 

施設の複合化による効果を最大限に活かせるよう、

設計段階において、効果的かつ効率的な施設計画を検

討してまいります。 

２ ９ページ 複合化のメリットを最大限に活かした姶良市

加治木町の新たなランドマークとして、地域住民

に愛される持続可能な新庁舎にすることが必要

と考えます。 

３ 10ページ 総合支所庁舎に複合化を検討する機能が列挙

されていますが、行政機能や図書館・学習コーナ

ー、多目的スペースのほか、加治木ミュージアム、

子育て支援センター、立体駐車場、全天候型屋外

庭園などの機能を望みます。 

複合新庁舎建設検討委員会からの答申には、周辺の

公共施設の有効活用や相乗効果について検討するこ

ととの意見が付されています。既存の加治木郷土館や

子育て支援施設等の他の公共施設整備計画との整合

を図りつつ複合機能を決定したいと考えております

ので、貴重なご意見として、今後の参考とさせていた

だきます。 

 



No. 頁 意見の主な内容 市の考え方 

４ 11ページ 

14行目 

29ページ 

14～17行目 

立体駐車場を設けることにより、地域周辺の駐

車場問題を解決するだけではなく、災害時には防

災拠点として機能を備え、市民の安全・安心を確

保すべきと考えます。 

 

いただいたご意見を参考にしながら、設計段階にお

いて、駐車場の整備方法について検討してまいりま

す。また、あわせて市民の安全・安心を確保できるよ

う、防災拠点機能について検討してまいります。 

５ 12ページ 

17行目 

加治木にゆかりのある文化、芸術、民俗資料な

どを展示する郷土館を複合施設に新設すること

により、加治木の歴史に触れる機会を作るべきで

あると考えます。地域に興味を持ってもらい、魅

力を再発見するきっかけづくりや、歴史を軸に高

齢者から子供まで様々な世代が交流できる場と

して機能するスペースが必要であると考えます。 

No.3 のとおり、周辺の公共施設には歴史資料館で

ある加治木郷土館がありますので、その有効活用や相

乗効果について検討してまいります。また、様々な世

代の交流については、市民が望む機能のひとつと考え

ておりますので、貴重なご意見として、今後の参考と

させていただきます。 

 

６ 13ページ 

15行目 

 

14ページ 

４行目 

子育て支援エリアは、木材をふんだんに使用

し、木の温もりを感じながら子供から大人まで

「見て・触れて・聞いて・感じる」ことができ、

安心・安全に遊べるスペースとすべきと考えま

す。また、子育てを支援する機能も兼ね備え、子

供を軸に家族同士や様々な世代が交流できる施

設として、様々なサポートを提供すべきと考えま

す。 

いただいたご意見を参考に、木の香りや自然素材の

温かみのある雰囲気づくりよって、安らぎを感じるこ

とができる庁舎について、設計段階において検討して

まいります。 

また、No.3 のとおり、子育て支援機能につきまし

ては、他の公共施設整備計画との整合を図りつつ、世

代間の交流や活動をサポートできるよう、子育て支援

に関する機能について検討してまいります。 

 

 



No. 頁 意見の主な内容 市の考え方 

７ 13ページ 

９行目 

現在、加治木体育館を利用しています。この計

画書には、体育館という表現が見当たらないので

すが、多目的スペースがそれに該当するのでしょ

うか。また、多目的スペースは、これまで通り卓

球、バレー、バトミントン、空手その他の活動が

できるだけの広さが確保されるのでしょうか。ま

た、これらの活動を行えるのでしょうか。 

市民活動、余暇活動、文化活動、スポーツ、レクリ

エーションなどが行える地域交流の場として、多目的

ホールを計画しております。計画（案）27 ページの

「表 4-4 複合機能の延床面積の想定」において、現

在の加治木体育館と同程度の規模を想定しています

ので、これまで通りの活動が行えるものと考えており

ます。 

８ 17ページ 

７～８行目 

思わず「加治木」にいることを忘れてしまうよ

うな開放感のある図書館にすべきと考えます。利

用者１人１人が自分の書庫のように利用しても

らうことにより、「共に育つ気づきのある」図書

館となるのではないでしょうか。学習スペース

は、年齢に関係なく様々な人が個人の書斎とし

て、作業や勉強が捗り、想像力が掻き立てられる

秘密基地のような特別なスペースにすべきと考

えます。 

 

いただいたご意見を参考にしながら、設計段階にお

いて、市民ニーズに即した図書・学習スペースのあり

方を検討してまいります。 

９ 25ページ 総合支所庁舎周辺には交通インフラが整って

いることから、生活利便性のさらなる向上に資す

るために、バスターミナルを設置してはいかがで

しょうか。 

バスターミナルの設置につきましては、姶良市地域

公共交通網形成計画（平成 29年３月策定）との整合

や民間事業者との調整が必要と考えますので、貴重な

ご意見として、今後の参考とさせていただきます。 

 



No. 頁 意見の主な内容 市の考え方 

10 29ページ 

６～７行目 

 

30ページ 

17～18行目 

昨今の洪水災害をみれば、いつ支所庁舎に隣接

する網掛川が氾濫してもおかしくない状況にあ

ります。網掛川が氾濫し、建物１階に浸水した場

合、人の出入りが不可能となり、２階以上に防災

機能があっても機能しない状態に陥ることが考

えられるため、現在の敷地に支所庁舎全てを建設

することには反対です。 

防災機能及び生活関連行政窓口だけに限って

は、加治木の中心である「かもだ通り」の高台で

ある「物産館跡地」及び「福祉センター」に庁舎

を別途移転するべきです。かもだ通りには、災害

時に必要な医食住の３つが揃っています。「医」

については、防災ヘリも加えて新設される大井病

院、「食」については二つのスーパーマーケット、

「住」については、空きテナントを臨時避難場所

に指定するなど、災害時には担当行政がこれらの

商店街資源と連携すれば、効率的かつ機能的な対

処、対策がとれるはずです。 

 

加治木総合支所庁舎の建設場所については、姶良市

複合新庁舎建設基本構想・基本計画（平成 30年８月

策定）において、「交通の利便性」及び「住民とって

のわかりやすさ」などの観点から、現在の総合支所庁

舎敷地としております。また、姶良市立地適正化計画

（平成 31年３月策定）において、加治木総合支所周

辺は地域中心拠点として位置付けられており、周辺の

商業機能（かもだ通り商店街）等を含めたエリアの都

市機能を維持することにより、公共施設の更新と民間

施設の誘導による活力のある拠点の形成に繋がるも

のと考えております。 

ご意見のとおり、加治木総合支所庁舎の水害対策に

ついては、姶良市複合新庁舎建設検討委員会からの答

申にも、「地盤の嵩上げや周辺地域の排水対策など、

津波・浸水対策については、防災拠点としての機能を

維持できるよう、今後の設計段階において検討するこ

と」と意見が付されています。そのため、加治木総合

支所庁舎の建設を進めるにあたっては、防災拠点とし

ての機能を維持できるよう検討してまいります。 

また、災害時における商店街との連携については、

貴重なご意見として、参考とさせていただきます。 

 

 


